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(57)【要約】
【課題】光ファイバコネクタの組立作業を簡易化する。
【解決手段】光ファイバ調心部２１と光ファイバ把持部
３０との間に、光ファイバ心線４０の被覆付部分を軸方
向に移動可能に収容するファイバガイドＡ１０及びＢ２
２、光ファイバ心線４０の被覆を除去した部位の外径と
ほぼ同じ又は僅かに大きい幅もしくは内径を有する被覆
除去部２３及び被覆収容部２４を配置することにより、
被覆が付いたままの状態で劈開され、該劈開された端面
の角が被覆ごと斜めに研削され、テーパ状に加工されて
なる一端を備えた光ファイバ心線４０を挿入するのみで
、光ファイバ調心部２１から裸光ファイバ素線４１の先
端を僅かに突出させ、ＰＣ接続可能とした光ファイバコ
ネクタの組立を可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆付き光ファイバの被覆が除去された先端部を保持する光ファイバ調心部と、被覆付
き光ファイバの被覆付部分を保持・固定する光ファイバ把持部と、光ファイバ調心部と光
ファイバ把持部との間に配置される光ファイバ心線ガイド部、被覆除去部及び被覆収容部
とを少なくとも備え、
　前記光ファイバ心線ガイド部は、被覆付き光ファイバの被覆付部分を軸方向に移動可能
に収容し、
　被覆除去部は、被覆付き光ファイバの被覆を除去した部位の外径とほぼ同じ又は僅かに
大きい幅もしくは内径を有し、
　被覆収容部は、被覆付き光ファイバが光ファイバ心線ガイド部から前記被覆除去部まで
挿入され、その被覆が前記被覆除去部に当接し、さらに前記被覆付き光ファイバが前記被
覆除去部側に押し込まれた時に発生する応力によって当該被覆付き光ファイバから剥かれ
た被覆を収容する
　ことを特徴とする光ファイバコネクタ。
【請求項２】
　前記被覆付き光ファイバとして、被覆が付いたままの状態で劈開され、該劈開された端
面の角が被覆ごと斜めに研削され、テーパ状に加工されてなる一端を備えた被覆付き光フ
ァイバを用いる
　ことを特徴とする請求項１記載の光ファイバコネクタ。
【請求項３】
　被覆付き光ファイバのテーパ状に加工される範囲は、被覆を除去した部位の外周部から
少なくとも２０μｍの範囲である
　ことを特徴とする請求項２に記載の光ファイバコネクタ。
【請求項４】
　前記被覆除去部は、被覆付き光ファイバの挿入方向に対して鋭角または直角の端面を有
する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の光ファイバコネクタ。
【請求項５】
　前記光ファイバ心線ガイド部は、その中間部位に被覆付き光ファイバが撓む撓み空間を
有する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の光ファイバコネクタ。
【請求項６】
　接続しようとする一端を被覆が付いたままの状態で劈開させた被覆付き光ファイバの当
該劈開させた端面の角を被覆ごと斜めに研削してテーパ状に加工する工程と、
　テーパ状に加工した被覆付き光ファイバの一端を、請求項１乃至５のいずれかに記載の
光ファイバコネクタの光ファイバ心線ガイド部に光ファイバ把持部を介して収容する工程
と、
　被覆付き光ファイバの一端を前記光ファイバコネクタの被覆除去部まで挿入してその被
覆を当接させる工程と、
　被覆付き光ファイバをさらに押し込んで前記被覆除去部によりその被覆を除去するとと
もに、当該被覆が除去された被覆付き光ファイバの先端部を光ファイバ調心部に収容して
調心する工程とを少なくとも含む
　ことを特徴とする光ファイバコネクタの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバコネクタ、特に現場での組立作業性に優れた光ファイバコネクタ
及びその組立方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　光ファイバコネクタでは、コアを伝搬してきた光が光ファイバの端面から出射する際に
、コアと屈折率の異なる空気によって反射されることを抑え、良好な反射損失特性を実現
する必要がある。この光ファイバの端面における空気との反射を抑える方法として、接続
する光ファイバの端面同士の間にコアと同じ屈折率を有する屈折率整合剤を介在させるこ
とで抑える方法と、光ファイバのコア同士を直接、密着（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔａ
ｃｔ：ＰＣ）接続させることで抑える方法がある。
【０００３】
　従来、コア同士をＰＣ接続するには、フェルールに接着剤で固定した光ファイバの端面
を研磨する必要があり、光ファイバの端面を研磨するためには、専用の研磨ツールと砥粒
が埋め込まれた研磨シートとを用意する必要があった。
【０００４】
　一方、光ファイバの先端をフェルールより突き出した状態で保持させておき、接続時に
光ファイバがコネクタの内部で座屈する（撓む）ことにより発生する押圧力を利用して、
光ファイバの端面を研磨することなくＰＣ接続を実現する方法が提案されている（非特許
文献１参照）。但し、端面研磨されていない光ファイバの端面、即ちファイバカッタなど
により切断された光ファイバの劈開面には円周部にリップルが生じており、前述した方法
であっても、このリップルを取り除く加工については別途実施する必要があった。
【非特許文献１】電子情報通信学会２００８年総合大会講演論文集、“ファイバ端面研磨
が不要な現場組立ＰＣコネクタの検討”、Ｂ－１３－１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した光ファイバのコア同士をＰＣ接続する光ファイバコネクタでは、光ファイバコ
ネクタを組み立てる際、まず、被覆付き光ファイバ（光ファイバ心線）から特殊工具によ
って被覆を除去して裸光ファイバ素線とし、さらに裸光ファイバ素線のカット及び端面の
研削加工を行わなければならないが、裸光ファイバ素線は取り扱いが難しく、専門スキル
が必要であるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、光ファイバの被覆を除去する特殊工具も、当該特殊工具を用いた被覆除去作
業も必要とすることなく、さらに裸光ファイバ素線を取り扱うこともなく、組立可能な光
ファイバコネクタを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明では、このような目的を達成するため、被覆付き光ファイバの被覆が除去された
先端部を保持する光ファイバ調心部と、被覆付き光ファイバの被覆付部分を保持・固定す
る光ファイバ把持部と、光ファイバ調心部と光ファイバ把持部との間に配置される光ファ
イバ心線ガイド部、被覆除去部及び被覆収容部とを少なくとも備え、前記光ファイバ心線
ガイド部は、被覆付き光ファイバの被覆付部分を軸方向に移動可能に収容し、被覆除去部
は、被覆付き光ファイバの被覆を除去した部位の外径とほぼ同じ又は僅かに大きい幅もし
くは内径を有し、被覆収容部は、被覆付き光ファイバが光ファイバ心線ガイド部から前記
被覆除去部まで挿入され、その被覆が前記被覆除去部に当接し、さらに前記被覆付き光フ
ァイバが前記被覆除去部側に押し込まれた時に発生する応力によって当該被覆付き光ファ
イバから剥かれた被覆を収容する空間を有する光ファイバコネクタを提案する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、被覆付き光ファイバの一端を光ファイバ心線ガイド部に収容し、被覆
除去部及び被覆収容部側へ挿入するのみで、前記一端の被覆を除去できるとともに当該被
覆が除去された先端部を光ファイバ調心部に収容して調心することができるため、従来の
ような特殊工具を用いた被覆付き光ファイバに対する被覆除去作業や裸光ファイバ素線の
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カット及び端面の研削加工が不要となるとともに、裸光ファイバ素線そのものを取り扱う
必要がなくなり、そのための専門スキルも必要でなくなり、組立作業を簡易化できる。
【０００９】
　また、この際、被覆付き光ファイバとして、被覆が付いたままの状態で劈開され、該劈
開された端面の角が被覆ごと斜めに研削され、テーパ状に加工されてなる一端を備えた被
覆付き光ファイバを用いれば、光ファイバを被覆除去部を通して光ファイバ調心部に挿入
する際のファイバ端面のクリアランスが大きくなり、裸光ファイバ素線の挿入性を向上で
きる。さらに、加工の際に削られた被覆の端面は脆くなるので、被覆除去部での被覆の除
去性も向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を説明するが、これにより本発明の範囲が制限されるもので
はない。
【００１１】
　図１は本発明の光ファイバコネクタの実施の形態の一例を示すもので、図中、１０はフ
ァイバガイドＡ、２０はフェルール、３０は光ファイバ把持部、４０は被覆付き光ファイ
バ（光ファイバ心線）である。また、図２は組立時のようすを示す説明図、図３はフェル
ールの被覆除去部を中心とする拡大断面図、図４は光ファイバ心線の先端部の一例を示す
側面図、図５はテーパ加工された光ファイバの端面径とそのコア同士をＰＣ接続するため
に必要な荷重の測定結果を示すグラフである。
【００１２】
　ファイバガイドＡ１０は、光ファイバ心線４０の被覆付部分を軸方向に移動可能に収容
するＶ溝（又はＵ溝）を備えた本体１１と、図２に示すように前記本体１１に対してスラ
イド可能に取り付けられた押さえ蓋１２（図１では図示せず）との組合せからなり、本体
１１に対して押さえ蓋１２が移動可能な空間によって光ファイバ心線４０が撓み得る撓み
空間１３が構成される。
【００１３】
　なお、ファイバガイドＡ１０は、その一端から他端まで光ファイバ心線４０の被覆付部
分の外径とほぼ同じ内径の貫通孔を有する一つの部材で構成しても良く、この際、貫通孔
の中間部位の内径を他の部位より拡大して撓み空間を形成することもできる。
【００１４】
　フェルール２０は、ファイバガイドＡ１０の本体１１の一端に取り付けられ、その内部
には途中で内径が変化する貫通孔によって形成された光ファイバ調心部２１、ファイバガ
イドＢ２２、被覆除去部２３及び被覆収容部２４を備えている。
【００１５】
　即ち、フェルール２０の貫通孔の一端側は裸光ファイバ素線の外径（通常、１２５μｍ
）とほぼ等しい内径を有し、裸光ファイバ素線を収容・保持する光ファイバ調心部２１を
構成している。また、フェルール２０の貫通孔の他端側は、光ファイバ心線の外径（通常
、２５０μｍ）とほぼ等しい内径を有し、光ファイバ心線を軸方向に移動可能に収容する
ファイバガイドＢ２２を構成している。さらにまた、フェルール２０の貫通孔の中間部は
、光ファイバ心線の外径より大きめの内径（３５０～４５０μｍ程度）を有し、光ファイ
バ心線から除去された被覆を収容する被覆収容部２４を構成するとともに、該被覆収容部
２４と光ファイバ調心部２１との境界部が被覆除去部２３を構成している。
【００１６】
　なお、前述したファイバガイドＡ１０及びファイバガイドＢ２２により、特許請求の範
囲でいう光ファイバ心線ガイド部が構成される。
【００１７】
　図３はフェルール２０の被覆除去部２３を中心とする拡大断面を示すものである。光フ
ァイバ調心部２１の内径φｃは光ファイバを良く調心できるよう、裸光ファイバ素線のク
ラッド径とほぼ等しいか多くとも数μｍしか違わない構造でなければいけない。これは従
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来の光コネクタと同様の寸法で良い。また、被覆除去部２３の内径φａは光ファイバ心線
の外径より小さく且つ内径φｃ以上でなければならず、内径φｃと等しくても良い。また
、被覆除去部２３が光ファイバの挿入方向に対してなす角度ｂはほぼ直角または鋭角でな
ければならない。
【００１８】
　ここで、光ファイバ心線に対して、後述するテーパ加工を施さない場合は、被覆の厚み
のばらつきやファイバの偏心により、被覆除去部２３の内径φａは、通常、１９０μｍ程
度はないと規格品のファイバの全てに適用することができない。このため、この内径φａ
から光ファイバ調心部２１の内径φｃまで変化するテーパを、光ファイバ調心部２１の端
部に設けなくてはならなくなる。一方、光ファイバ心線に対して、後述するテーパ加工を
施した場合は、光ファイバを被覆除去部２３を通して光ファイバ調心部２１に挿入する際
のファイバ端面のクリアランスが大きくなるため、前述したようなテーパを、光ファイバ
調心部２１の端部にテーパを設ける必要はない。また、光ファイバ心線に対するテーパ加
工の際に削られた被覆の端面は脆くなるため、被覆除去部２３での被覆の除去性も向上す
る。
【００１９】
　なお、ここでは一般に、光ファイバコネクタの調心機構を構成するフェルールの内部に
ファイバガイドＢ、被覆除去部及び被覆収容部を一体的に設けたが、光ファイバ調心部、
ファイバガイドＢ、被覆除去部及び被覆収容部をそれぞれ別々の部材で構成しても良い。
また、ファイバガイドＡ１０とファイバガイドＢ２２とを別々の構成としているが、これ
らは一体的に構成されていても良い。
【００２０】
　光ファイバ把持部３０は、ファイバガイドＡ１０の本体１１の他端側に設けられ、光フ
ァイバ心線４０の被覆付部分を機械的または接着剤などにより保持・固定する機能を有す
る。なお、この光ファイバ把持部３０は、組立時には、光ファイバ心線４０を自由に挿通
させることができることは言うまでもない。
【００２１】
　前記構成にかかる光ファイバコネクタを組み立てるには、まず、接続しようとする一端
を被覆が付いたままの状態で劈開させた光ファイバ心線４０を用意する。
【００２２】
　光ファイバ心線の劈開切断は、裸光ファイバ素線を切断する場合と同様、初期傷の加傷
とファイバの曲げにより行うことができる。光ファイバ心線を劈開切断する場合、適切な
初期傷を加えるためには、通常、裸光ファイバ素線を切断する場合に比べて刃圧を大きく
することが必要である。具体的には、例えば、電子情報通信学会２００８年総合大会講演
論文集、“被覆付き光ファイバ心線の切断技術の検討”、Ｂ－１３－１５、に記載の方法
がある。
【００２３】
　次に、前述した光ファイバ心線４０の劈開させた端面の角を被覆ごと斜めに研削、詳細
には図４に示すように被覆とともにクラッドの一部、即ちクラッドの外周部から所定の範
囲まで研削してテーパ状に加工する。
【００２４】
　図２（ａ）に示すように光ファイバ心線４０のテーパ加工した一端を、光ファイバ把持
部３０を通してファイバガイドＡ１０の本体１１のＶ溝内に収容する。なお、この時点で
は光ファイバ把持部３０は光ファイバ心線４０を固定していない。
【００２５】
　この状態で、光ファイバ心線４０をファイバガイドＡ１０の一端側及びファイバガイド
Ｂ２２へ挿入してゆくと、その被覆が被覆除去部２３に当接する。さらに光ファイバ心線
４０を被覆除去部２３側に押し込んでゆくと、その時に発生する応力によって、図１に拡
大して示したように被覆が当該光ファイバ心線４０から剥かれ、被覆収容部２４に収容さ
れる。
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　前述したようにファイバガイドＡ１０は撓み空間１３を有するが、十分な挿入力を得る
ために、挿入の際、一時的に撓みを制限する構造としても良い。撓みを一時的に制限する
構造の一例として、本実施の形態では、ファイバガイドＡ１０の押さえ蓋１２を移動可能
とした。即ち、ファイバ先端に加えることのできる挿入力は最も撓み長の長い撓みの座屈
力で決まるので、図２（ａ）に示したように押さえ蓋１２をその移動可能な範囲のほぼ中
間に位置させることで撓み長を小さくし、その分、挿入力を大きくとることが可能である
。なお、撓み空間１３は、光ファイバのコア同士を直接、密着（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏ
ｎｔａｃｔ：ＰＣ）接続させる際に、光ファイバが座屈する（撓む）ことにより発生する
押圧力を利用するためのものであるが、組立時には必要ではない。
【００２７】
　而して、図２（ｂ）に示すように、被覆が除去され、裸光ファイバ素線４１とされた光
ファイバ心線４０の接続しようとする一端は光ファイバ調心部２１に収容されて調心され
る。さらに、裸光ファイバ素線４１の先端面がフェルール２０の端面から所定の長さだけ
突き出た状態で光ファイバ把持部３０により光ファイバ心線４０をファイバガイドＡ１０
に固定するとともに、押さえ蓋１２を本体１１の一端側寄りへ移動させることで十分な撓
み空間１３を形成する。
【００２８】
　前記の如くして組み立てられた光ファイバコネクタと他の同様な光ファイバコネクタと
の接続時、双方のフェルールの端面同士が密着する状態になると、フェルール２０の端面
から突き出た裸光ファイバ素線４１の部分は光ファイバコネクタ内に押し込まれるが、光
ファイバ心線４０自体は光ファイバ把持部３０によりファイバガイドＡ１０に固定されて
いるため、撓み空間１３内で撓みを生じる。この撓みが戻ろうとする復元力によって裸光
ファイバ素線４１の端面は対向する他の光ファイバコネクタの裸光ファイバ素線の端面に
押し付けられる。裸光ファイバ素線４１の端面は、通常は周辺部に発生するバリ、リップ
ルが前述した角を落とす加工により無くなっているので、この復元力による押し付けでＰ
Ｃ接続することができる。
【００２９】
　図５はテーパ加工された後の光ファイバの端面径とそのコア同士をＰＣ接続するために
必要な荷重（押圧力）の測定結果を示すものである。ここで、前述した復元力による押圧
力が最大で１．５［Ｎ］程度であるとすると、ＰＣ接続が可能となる端面径は図５より８
０μｍ程度以下であることが分かる。従って、光ファイバのクラッドの外周部の径（裸光
ファイバ素線の外径）は通常、１２５μｍであることから、端面を周辺から少なくとも２
０μｍ程度削っておけばＰＣ接続可能であることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の光ファイバコネクタの実施の形態の一例を示す要部拡大斜視図
【図２】組立時のようすを示す説明図
【図３】フェルールの被覆除去部を中心とする拡大断面図
【図４】光ファイバ心線の先端部の一例を示す側面図
【図５】テーパ加工された光ファイバの端面径とそのコア同士をＰＣ接続するために必要
な荷重の測定結果を示すグラフ
【符号の説明】
【００３１】
　１０：ファイバガイドＡ、１１：本体、１２：押さえ蓋、２０：フェルール、２１：光
ファイバ調心部、２２：ファイバガイドＢ、２３：被覆除去部、２４：被覆収容部、３０
：光ファイバ把持部、４０：光ファイバ心線、４１：裸光ファイバ素線。
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